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(57)【要約】
【課題】短絡流の発生を抑制して反応槽内の流動状態を
より均一にすることができ、難溶性塩の結晶粒子を回収
に適した大きさにまで成長させることが可能な被処理液
の処理装置及び被処理液の処理方法を提供する。
【解決手段】通水速度が異なる少なくとも２以上の反応
領域１１ａ、１１ｂを備え、被処理液及び被処理液の被
除去イオンと反応するイオンを含む液を上向流で通水し
、被処理液中の被除去イオンを難溶性塩の結晶として析
出させる反応部１１と、反応部１１の上方に連続し、反
応部１１で生成した結晶を反応部１１へと沈降させて分
離する沈降分離部１２とを備える反応槽１を備える被処
理液の処理装置である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通水速度が異なる少なくとも２以上の反応領域を備え、被処理液及び前記被処理液の被
除去イオンと反応するイオンを含む液を上向流で通水し、前記被処理液中の前記被除去イ
オンを難溶性塩の結晶として析出させる反応部と、
　前記反応部の上方に連続し、前記反応部で生成した前記結晶を前記反応部へと沈降させ
て分離する沈降分離部と
　を備える反応槽を備えることを特徴とする被処理液の処理装置。
【請求項２】
　前記反応部が、
　第１の水平断面積を有する第１の反応領域と、
　前記第１の反応領域の上方に前記第１の反応領域と連続し、前記第２の水平断面積を有
する第２の反応領域とを備え、
　前記第１の水平断面積が、前記第２の水平断面積の０．３～０．８倍であることを含む
請求項１に記載の被処理液の処理装置。
【請求項３】
　前記反応部を流れる上向き流の液の総通水時間をｔ時間とした場合に、前記第１の反応
領域の通水時間が０．１ｔ～０．５ｔ時間であり、前記第１の反応領域と前記第２の反応
領域との容積比が０．２～１．０となるように構成されている請求項２に記載の被処理液
の処理装置。
【請求項４】
　前記第１の反応領域の上向き流の液の通水速度が３０～７０ｍ／ｈであり、前記第２の
反応領域の上向き流の液の通水速度が１０～５０ｍ／ｈであることを含む請求項２又は３
に記載の被処理液の処理装置。
【請求項５】
　前記反応部が３以上の反応領域を備える場合に、第ｎの反応領域（ｎは２以上の整数）
の通水速度が、第ｎの反応領域の下方に位置する第ｎ－１の反応領域の通水速度よりも小
さくなるように、各反応領域の水平断面積及び容積が調整されていることを含む請求項１
～４のいずれか１項に記載の被処理液の処理装置。
【請求項６】
　前記反応槽が、
　前記反応槽内の液の一部を引き抜く引き抜き手段と、
　前記反応槽内から引き抜いた液を塔内循環液とし、前記反応槽内に旋回流を発生させる
ように、前記塔内循環液、前記被処理液及び前記被除去イオンと反応するイオンを含む液
を、前記反応槽の下部から前記反応槽の横断面に対して接線方向に供給する複数の供給管
と
　を更に備える請求項１～５のいずれか１項に記載の被処理液の処理装置。
【請求項７】
　前記引き抜き手段が、前記沈降分離部の最下端又は前記最下端から上方に向かって３割
以内の高さに接続されていることを含む請求項６に記載の被処理液の処理装置。
【請求項８】
　前記反応槽を２以上備え、第１の反応槽で得られた前記難溶性塩の結晶を第２の反応槽
以降の反応槽へ導入し、前記第２の反応槽以降の反応槽で得られる難溶性塩の結晶を前記
第１の反応槽へ返送することを含む請求項１～７のいずれか１項に記載の被処理液の処理
装置。
【請求項９】
　前記反応槽を２以上備え、第１の反応槽で得られた前記難溶性塩の結晶を前記反応槽の
外部又は他の反応槽内へ供給可能なエアリフト管を備えることを含む請求項１～８のいず
れか１項に記載の被処理液の処理装置。
【請求項１０】
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　通水速度が異なる少なくとも２以上の反応領域を備える反応部及び前記反応部の上方に
連続する沈降分離部を備える反応槽において、被処理液及び前記被処理液の被除去イオン
と反応するイオンを含む液を上向流で通水し、前記被処理液中の前記被除去イオンを難溶
性塩の結晶として析出させることを含む被処理液の処理方法。
【請求項１１】
　前記反応槽内の液の一部を引き抜くことと、
　前記反応槽内から引き抜いた液を塔内循環液とし、前記反応槽内に旋回流を発生させる
ように、前記塔内循環液、前記被処理液及び前記被除去イオンと反応するイオンを含む液
を、前記反応槽の下部から前記反応槽の横断面に対して接線方向に供給することと
　を更に含む請求項１０に記載の被処理液の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被処理液の処理装置及び被処理液の処理方法に関し、特に、被処理液中に含
まれるリンなどの被除去イオンを晶析反応により析出させて除去するための被処理液の処
理装置及び被処理液の処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リン酸イオンを含有する被処理物とマグネシウム化合物とを反応させて、被処理物中の
リンをリン酸マグネシウムアンモニウム（ＭＡＰ）結晶の固体粒子として回収するための
反応槽が知られている。
【０００３】
　例えば、特開２０１６－１７５０８３号公報（特許文献１）には、反応塔の内部に筒状
の反応筒体を設けた二重筒構造を備え、上向流となっている内筒部へ被処理液を投入し、
反応筒体上部から注入されるマグネシウム塩及びアルカリ剤とともに被処理液を循環させ
ることにより、反応筒内でＭＡＰ結晶を造粒することが記載されている。
【０００４】
　特許第４１０１５０６号公報（特許文献２）には、流動層式晶析反応槽の下部から被処
理水、被除去イオンと反応するイオン（ここではマグネシウムイオン）を含む液及び処理
水の一部の循環水を供給し、被処理水中の被除去イオンを除去する構造が記載されている
。
【０００５】
　特開平１１－２６７６６５号公報（特許文献３）では、原水を反応塔下部へ導入し、処
理水を反応槽上部より取り出すとともに、循環手段により反応塔の上部から処理水の一部
を反応塔の下部へ循環させる脱リン装置において、反応塔の下部に反応塔の水平断面積よ
りも小さい水平断面積を有した貯留部を設け、貯留部に対し、循環手段により水を循環さ
せるようにした脱リン装置の例が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１６－１７５０８３号公報
【特許文献２】特許第４１０１５０６号公報
【特許文献３】特開平１１－２６７６６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載される反応槽を用いた場合は、被処理液とマグネシウ
ム塩及びアルカリ剤の適正な混合が難しい。混合状態を良好にするために上向流流速を上
げると未反応の被処理水が外部へ流出することが懸念される。
【０００８】
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　特許文献２に記載された発明は流動床式晶析反応槽に被処理水および被除去イオンと反
応するイオンを含む液（ここではマグネシウムイオンを含む液）および処理水の一部の循
環水を供給する構造となっている。被処理水と被除去イオンと反応するイオンを含む液が
ともに反応槽下部から流入され、結晶粒子を流動させながら結晶粒子表面でＭＡＰを結晶
化させるため、被処理水とマグネシウムイオンを含む液が混合されやすく、被処理水が未
反応のまま流出するというリスクを低減できる。
【０００９】
　しかしながら、特許文献２に記載されるような反応槽を用いた場合、被処理水と被除去
イオンと反応するイオンを含む液とが反応槽内に供給された直後に混合されるため、結晶
が回収に適した大きさまで成長できずに微細な粒子のまま装置外部へ流出する懸念がある
。また、反応槽において結晶粒子が適切に流動しないと結晶粒子同士が固着し、被処理水
と被除去イオンと反応するイオンを含む液が粒子表面で反応できずに短絡流として反応槽
外に流出する懸念もある。
【００１０】
　特許文献３に記載された発明では、反応槽の底部にある貯留部に対して処理水の一部を
循環することにより、貯留されたＭＡＰ粒子が固形化して反応塔の底部から引き抜きやす
くすることが記載又は示唆されているが、特許文献１と同じで、そもそもこの方式は被処
理液とマグネシウム塩及びアルカリ剤の適正な混合が難しく、混合のために上向流の流速
を上げると未反応の被処理液が流出する場合がある。
【００１１】
　上記課題を鑑み、本発明は、短絡流の発生を抑制して反応槽内の流動状態をより均一に
することができ、難溶性塩の結晶粒子を回収に適した大きさにまで成長させることが可能
な被処理液の処理装置及び被処理液の処理方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明者らが鋭意検討した結果、通水速度が異なる少なく
とも２以上の反応領域を設けるように、反応部を多段に形成することが有効であるとの知
見を得た。
【００１３】
　以上の知見を基礎として完成した本発明の実施の形態に係る被処理液の処理装置は一側
面において、通水速度が異なる少なくとも２以上の反応領域を備え、被処理液及び被処理
液の被除去イオンと反応するイオンを含む液を上向流で通水し、被処理液中の被除去イオ
ンを難溶性塩の結晶として析出させる反応部と、反応部の上方に連続し、反応部で生成し
た結晶を反応部へと沈降させて分離する沈降分離部とを備える反応槽を備える被処理液の
処理装置である。
【００１４】
　本発明の実施の形態に係る被処理液の処理装置は一実施態様において、反応部が、第１
の水平断面積を有する第１の反応領域と、第１の反応領域の上方に第１の反応領域と連続
し、第２の水平断面積を有する第２の反応領域とを備え、第１の水平断面積が、第２の水
平断面積の０．３～０．８倍であることを含む。
【００１５】
　本発明の実施の形態に係る被処理液の処理装置は別の一実施態様において、反応部を流
れる上向き流の液の総通水時間をｔ時間とした場合に、第１の反応領域の通水時間が０．
１ｔ～０．５ｔ時間であり、第１の反応領域と第２の反応領域との容積比が０．２～１．
０となるように構成されている。
【００１６】
　本発明の実施の形態に係る被処理液の処理装置は更に別の一実施態様において、第１の
反応領域の上向き流の液の通水速度が３０～７０ｍ／ｈであり、第２の反応領域の上向き
流の液の通水速度が１０～５０ｍ／ｈであることを含む。
【００１７】
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　本発明の実施の形態に係る被処理液の処理装置は更に別の一実施態様において、反応部
が３以上の反応領域を備える場合に、第ｎの反応領域（ｎは２以上の整数）の通水速度が
、第ｎの反応領域の下方に位置する第ｎ－１の反応領域の通水速度よりも小さくなるよう
に、各反応領域の水平断面積及び容積が調整されていることを含む。
【００１８】
　本発明の実施の形態に係る被処理液の処理装置は更に別の一実施態様において、反応槽
が、反応槽内の液の一部を引き抜く引き抜き手段と、反応槽内から引き抜いた液を塔内循
環液とし、反応槽内に旋回流を発生させるように、塔内循環液、被処理液及び被除去イオ
ンと反応するイオンを含む液を、反応槽の下部から反応槽の横断面に対して接線方向に供
給する複数の供給管とを更に備える。
【００１９】
　本発明の実施の形態に係る被処理液の処理装置は更に別の一実施態様において、引き抜
き手段が、沈降分離部の最下端又は最下端から上方に向かって３割以内の高さに接続され
ていることを含む。
【００２０】
　本発明の実施の形態に係る被処理液の処理装置は更に別の一実施態様において、反応槽
を２以上備え、第１の反応槽で得られた難溶性塩の結晶を第２の反応槽以降の反応槽へ導
入し、第２の反応槽以降の反応槽で得られる難溶性塩の結晶を第１の反応槽へ返送するこ
とを含む。
【００２１】
　本発明の実施の形態に係る被処理液の処理装置は更に別の一実施態様において、反応槽
を２以上備え、第１の反応槽で得られた難溶性塩の結晶を反応槽の外部又は他の反応槽内
へ供給可能なエアリフト管を備えることを含む。
【００２２】
　本発明の実施の形態に係る被処理液の処理方法は一側面において、通水速度が異なる少
なくとも２以上の反応領域を備える反応部及び反応部の上方に連続する沈降分離部を備え
る反応槽において、被処理液及び被処理液の被除去イオンと反応するイオンを含む液を上
向流で通水し、被処理液中の被除去イオンを難溶性塩の結晶として析出させることを含む
被処理液の処理方法である。
【００２３】
　本発明の実施の形態に係る被処理液の処理方法は一実施態様において、反応槽内の液の
一部を引き抜くことと、反応槽内から引き抜いた液を塔内循環液とし、反応槽内に旋回流
を発生させるように、塔内循環液、被処理液及び被除去イオンと反応するイオンを含む液
を、反応槽の下部から反応槽の横断面に対して接線方向に供給することとを更に含む。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、短絡流の発生を抑制して反応槽内の流動状態をより均一にすることが
でき、難溶性塩の結晶粒子を回収に適した大きさにまで成長させることが可能な被処理液
の処理装置及び被処理液の処理方法が提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る被処理液の処理装置の一例を示す概略図である
。
【図２】塔内循環液、被処理液及び被除去イオンと反応するイオンを含む液を供給する供
給管の接続位置を説明する断面概略図である。
【図３】反応槽の変形例を示す概略図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る被処理液の処理装置の一例を示す概略図である
。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る被処理液の処理装置の一例を示す概略図である
。
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【図６】図５に示す処理装置における塔内循環液、被処理液及び被除去イオンと反応する
イオンを含む液を供給する供給管の接続位置を説明する断面概略図である。
【図７】従来の供給管の反応槽への接続位置を説明する断面概略図である。
【図８】本発明の第４の実施の形態に係る被処理液の処理装置の一例を示す概略図である
。
【図９】本発明の第５の実施の形態に係る被処理液の処理装置の一例を示す概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。以下の図面の記載に
おいては、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。なお、以下に示す
実施の形態はこの発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであっ
て、この発明の技術的思想は、構成部品の構造、配置等を下記のものに特定するものでは
ない。
【００２７】
（第１の実施の形態）
　図１に示すように、本発明の実施の形態に係る被処理液２の処理装置は、通水速度が異
なる少なくとも２以上の反応領域１１ａ、１１ｂを備え、被処理液２及び被処理液２の被
除去イオンと反応するイオンを含む液を上向流で通水し、被処理液２中の被除去イオンを
難溶性塩の結晶として析出させる反応部１１と、反応部１１の上方に連続し、反応部１１
で生成した結晶を反応部１１へと沈降させて分離する沈降分離部１２とを備える反応槽１
を備える。
【００２８】
　反応槽１は、被処理液２を上向流で通水し、反応槽１内で流動する粒子と接触させるこ
とにより、被処理液２中の被除去イオンを難溶性塩の結晶として析出させる反応槽を利用
することができ、例えば、被処理液を上向流で通水する流動層方式の晶析反応槽が好適に
用いられる。反応槽１における晶析反応によって、被処理液２中に含まれる所望の被除去
イオン、例えば、リン酸イオン、カルシウムイオン、フッ素イオン、炭酸イオン、硫酸イ
オン等が除去される。
【００２９】
　反応槽１内には、被除去イオンをその表面で結晶化させるための粒子（種晶）及び被除
去イオンと反応するためのイオンを含む薬剤が装入され、図示しないｐＨ計などにより、
反応槽１内が晶析反応に好適な条件に維持されている。難溶性塩の結晶は、反応部１１の
上方の沈降分離部１２において沈降分離され、反応部１１の底部に接続された配管２４を
介して外部へ排出することができる。
【００３０】
　図１に示すように、反応槽１は反応部１１よりも沈降分離部１２の水平断面積が大きく
なるように形成された多段の円筒形状を有している。反応部１１は、第１の水平断面積を
有する円筒形の第１の反応領域１１ａと、第１の反応領域１１ａの上方に第１の反応領域
１１ａと連続し、第２の水平断面積を有する第２の反応領域１１ｂとを備える。
【００３１】
　第１の水平断面積は、第２の水平断面積よりも小さくなるように構成されており、第１
の水平断面積が第２の水平断面積の０．３～０．８倍であることが好ましい。第１の水平
断面積が第２の水平断面積よりも小さくなるように構成されることにより、第１の反応領
域１１ａ及び第２の反応領域１１ｂの通水速度を変化させることができる。
【００３２】
　反応部１１において通水速度の異なる複数の反応領域１１ａ、１１ｂと配置することに
より、短絡流の発生を抑制して反応槽内の流動状態をより均一にすることができ、難溶性
塩の結晶粒子を回収に適した大きさにまで成長させることが可能となる。一実施態様では
、第１の水平断面積は、第２の水平断面積の０．４～０．７倍程度とすることができ、別
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の一実施態様では、第１の水平断面積は、第２の水平断面積の０．５～０．６倍程度とす
ることができる。
【００３３】
　図１の例では、第１の反応領域１１ａは、反応槽１の上部へ向けてその断面積が次第に
大きくなるテーパー状部分とテーパー状部分に連続する円管状の管状部分を備える。第２
の反応領域１１ｂは、第１の反応領域１１ａの管状部分と連続し、反応槽１の上部に向け
てその断面積が次第に大きくなるテーパー部分とテーパー部分に連続する円管状の管状部
分とを備える。本実施形態において「水平断面積」とは円管状の管状部分の水平方向の円
の断面積のことを指す。
【００３４】
　第１の反応領域１１ａと第１の反応領域１１ａと第２の反応領域１１ｂとの境界部分に
設けられたテーパー部分の水平面とのなす角度αは３０～７５°とすることが好ましく、
より好ましくは５０～７０°であり、更に好ましくは約６０°である。
【００３５】
　更に、反応部１１を流れる上向き流の液の総通水時間をｔ時間とした場合に、第１の反
応領域１１ａの通水時間が０．１ｔ～０．５ｔ時間であり、第１の反応領域１１ａと第２
の反応領域１１ｂとの容積比が０．２～１．０となるように構成されることが好ましい。
【００３６】
　なお、第１の反応領域１１ａと第２の反応領域１１ｂの高さを同一とした場合、第２の
反応領域１１ｂに対する第１の反応領域１１ａの水平断面積比を０．３～０．８倍とする
と、第１の反応領域１１ａと第２の反応領域１１ｂの通水速度を晶析に適切な速度とする
ことができ、反応槽１内の流動状態をより均一にして難溶性塩の結晶粒子を回収に適した
大きさにまで成長させることができる。この場合の第２の反応領域１１ｂに対する第１の
反応領域１１ａの容積比は、０．３～０．８となる。実際は、第２の反応領域１１ｂの高
さを第１の反応領域１１ａの高さよりも若干高くするなどして、第１の反応領域１１ａ及
び第２の反応領域１１ｂをそれぞれ異なる高さになるように反応部１１を形成する態様も
また好ましい。よって、第２の反応領域１１ｂに対する第１の反応領域１１ａの容積比は
、０．２～１．０となるように構成されることが好ましい。
【００３７】
　具体的には、第１の反応領域１１ａの上向き流の液の通水速度が３０～７０ｍ／ｈであ
り、第２の反応領域１１ｂの上向き流の液の通水速度が１０～５０ｍ／ｈとなるように調
整されることが好ましい。
【００３８】
　図３に示すように、反応部１１が備える反応領域１１ａ・・・１１ｎ－１、１１ｎの数
は必要に応じて３以上設けることができる。反応部１１が３以上の反応領域１１ａ・・・
１１ｎ－１、１１ｎを備える場合には、第ｎの反応領域（ｎは２以上の整数）１１ｎの通
水速度が、第ｎの反応領域の下方に位置する第ｎ－１の反応領域１１ｎ－１の通水速度よ
りも小さくなるように、各反応領域１１ａ・・・１１ｎ－１、１１ｎの水平断面積及び容
積が調整されていることが好ましい。
【００３９】
　反応槽１は、反応槽１内の液の一部を引き抜く引き抜き手段１６と、反応槽１内から引
き抜いた液を塔内循環液とし、反応槽１内に旋回流を発生させるように、塔内循環液、被
処理液及び被除去イオンと反応するイオンを含む液を、反応槽１の下部から反応槽１の横
断面に対して接線方向に供給する複数の供給管２１、２２、２３とを更に備えることが好
ましい。ここで「塔内循環液」とは、反応槽１から引き抜かれた液を直接、反応槽１へと
戻す態様を表す。なお、必要に応じて、塔内循環液に対して、ｐＨ調整剤５等の薬剤を添
加してもよい。
【００４０】
　引き抜き手段１６は、沈降分離部１２の最下端Ｂとなる反応部１１の管状部分と沈降分
離部のテーパー部分の境界部分、又は沈降分離部１２の最下端Ｂを０％、最上端Ｔを１０
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０％とした場合に、最下端Ｂから反応槽１の上方に向かって３割（３０％）以内の高さに
接続されることが好ましい。このような位置に引き抜き手段１６が接続されることにより
、引き抜き手段１６が、晶析反応はほぼ完了しているが、晶析反応で得られた難溶性の結
晶の沈降分離が完了していない処理水を塔内循環水として引き抜くことができる。このよ
うな処理水を塔内循環水として用いることで、反応槽１下部の晶析反応を阻害することな
く、且つ反応槽１下部の通水速度を増大させることができるようになる。
【００４１】
　引き抜き手段１６は、沈降分離部１２の最下端Ｂ又は最下端Ｂから上方に向かって３割
以内の高さから反応槽１内の液（処理水）をポンプ６１により引き抜くように構成されて
いる。引き抜き手段１６の引き抜き位置を適切にすることにより、塔内循環液の循環流量
を大きくしても沈降分離部１２を大きく変更することなく、反応槽１の上部から未反応の
被処理液及び微細な結晶粒子の装置外部への流出を抑制でき、且つ難溶性塩の結晶粒子を
回収に適した大きさにまで成長させることができる。
【００４２】
　引き抜き手段１６による処理水の引き抜き位置が低すぎると、反応部１１に挿入された
種晶を引き抜いてしまい、引き抜き手段１６ないしポンプ６１に閉塞等のトラブルを起こ
す懸念が生じる場合がある。一方、引き抜き手段１６による処理水の引き抜き位置が高す
ぎると、沈降分離部１２に昇向する流量が増加し、それらを最適に沈降分離するために沈
降分離部１２の形状を大きくする必要があり、装置コストの増大に繋がる懸念が生じる場
合がある。引き抜き手段１６による処理水の引き抜き位置は、沈降分離部１２の最下端Ｂ
から２０％の範囲の高さに接続されていることがより好ましく、沈降分離部１２の最下端
Ｂの高さとすることが更に好ましい。
【００４３】
　反応槽１の反応部１１の第１の反応領域１１ａの下部には、複数の供給管２１、２２が
接続されている。図２の例では、塔内循環液、被処理液２及び被除去イオンと反応するイ
オンを含む液を反応槽１内へ供給するために３本の供給管２１、２２、２３が反応槽１の
下部に接続されており、旋回流の上流側から順に供給管２１、供給管２２、供給管２３が
接続されている。塔内循環液、被処理液２及び被除去イオンと反応するイオンを含む液は
、流速の大きい液から順に旋回流の上流側の供給管２１、２２、２３へと接続されるよう
になっている。
【００４４】
　塔内循環液、被処理液２及び被除去イオンと反応するイオンを含む液のうち、流速の大
きい液から順に旋回流の上流側の供給管２１、２２、２３へ接続されることにより、旋回
流の流れをより長時間持続させることができ、反応槽１の反応部１１内を流動する粒子を
より均一に流動させることができる。
【００４５】
　供給管２１、２２、２３は反応槽１に対してそれぞれ水平方向に実質的に同一な高さに
接続されているが、多少上下にずれて接続されていても構わない。供給管２１、２２、２
３は、反応部１１のテーパー部分に沈積する粗大な粒子を流動させることができるような
位置に配置されていることが好ましい。これにより、反応部１１の底部の粒子を流動させ
て粒子同士の固着を抑制することができる。
【００４６】
　塔内循環液、被処理液及び被除去イオンと反応するイオンを含む液の流速の合計は、供
給管２１、２２、２３が接続された反応槽１の水平断面ＣＳ（図２参照）の外周の長さ（
全長）よりも大きくなるように、各流速が調整されることが好ましい。反応槽１内に０．
２～１．０ｍｍの粒子を流動させた場合において塔内循環液、被処理液及び被除去イオン
と反応するイオンを含む液を反応槽１内に水平方向に供給した場合、その水平方向の流れ
が失速して液流が上向流になる時間は、およそ０．１～０．３秒である。
【００４７】
　反応槽１下部の水平方向の液流の失速時間を考慮すると、塔内循環液、被処理液２及び
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被除去イオンと反応するイオンを含む液の流速の合計が、水平断面ＣＳの外周の長さより
も大きくなるように、より好ましくは１～８倍、別の態様では１～２倍、更に別の態様で
は４倍～６倍となるように、各液の流速を調整することが好ましい。これにより、反応槽
１内の液及び粒子が流動しないデッドゾーンを発生させることなく、より均一な流動状態
を達成することができ、難溶性塩の結晶粒子を回収に適した大きさにまで成長させ、被処
理液中の被除去イオンの除去率を向上させることが可能となる。
【００４８】
　３本の供給管２１、２２、２３は、それぞれ近接して配置されることが好ましい。以下
に限定されるものではないが、旋回流の最も下流側に配置される供給管２１の液の流入方
向Ｘと、旋回流の最も上流側に配置される供給管２３の液の流入方向Ｙとが、図２の実線
で示される供給管２１の場合のように１８０°異なるか、或いは、図２の点線で示される
供給管２１の場合のように、旋回流の最も下流側に配置される供給管２１の液の流入方向
Ｘと、Ｘから半時計方向側に配置した供給管２３の液の流入方向Ｙとのなす角度θが１８
０°以下であることが好ましく、より好ましくは１５０°以下であり、更に好ましくは１
２０°以下、更には１００°以下となるように、供給管２１、２２、２３が互いに近接し
て配置されることが好ましい。供給管２１、２２、２３を互いに近接させて配置すること
により、各液の流入部分近傍において反応槽１の横断面の外周に沿って強い旋回流を発生
させることができ、反応槽１内の液及び粒子が流動しないデッドゾーンを発生させること
なく、より均一な流動状態を達成することができる。
【００４９】
　被除去イオンと反応するイオンを含む液は、処理槽３内で調整されて、ポンプ６２を介
して供給管２１、２２、２３（図１では供給管２２）から反応槽１内へ供給される。処理
槽３内には被除去イオンと反応するイオン４、例えば、反応槽１内で被処理液中のリンを
除去したい場合には、マグネシウムイオンが図示しない添加手段を介して添加される。マ
グネシウムイオンは水酸化マグネシウム又は塩化マグネシウムとして添加することが好ま
しい。また、反応槽１内の液のｐＨを調整するためのｐＨ調整剤５が図示しない添加手段
を介して添加される。ｐＨ調整剤５は、被処理液２中に添加してもよいし、塔内循環液中
に添加することもできる。
【００５０】
　図示していないが、反応槽１の下部へ気体を供給し、反応槽１の下部に沈降した難溶性
塩の結晶からなる粒子を流動させることもまた可能である。粒径の大きな粒子は、沈降し
やすく流動しにくいため、被処理水、塔内循環液及び被除去イオンと反応するイオンを含
む液を反応槽１の下部へ供給するだけでは、旋回流が十分得られない場合も考えられるた
め、反応槽１の下部から例えば圧縮空気などの気体を供給することで、反応槽１内に適切
な旋回流及び粒子及び液の流動状態を作り出すことが容易になる。
【００５１】
　従来の晶析反応槽においては、図７に示すように、供給管２１１、２２１の反応槽１へ
の接続位置が、反応槽１の高さ方向に垂直な断面に沿った円形状の反応槽断面の接線方向
に対して垂直になるように接続されていた。そのため、従来の晶析反応槽内へ供給される
液体は、晶析反応槽内部に供給された直後に混合され、微細な粒子が生成され、この微細
な粒子が槽内部の上向流に乗って晶析反応槽の外部へ排出される場合があった。
【００５２】
　更に、従来の晶析反応槽においては、被処理水と被除去イオンと反応するイオンを含む
液と晶析反応槽で処理された処理水（上澄液）を、反応槽１への循環水として反応槽１の
下部より流入させ、反応槽１内が晶析に適したイオン積となるように希釈させるような手
法をとってきた。
【００５３】
　しかしながら、上澄液の循環水量を多くすると、沈降分離部１２において粒子の沈降処
理が完全に終了していない処理水を引き抜いてしまう場合があり、結晶粒子の回収効率を
十分に高くできない場合がある。一方で、沈降分離部１２において粒子の沈降処理を完全
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に終了させることにより得られた上澄液を用いるとともに反応槽１の下部に旋回流を生じ
させる程度の循環水量を確保するためには、沈降分離部１２の容積を大きくしなければな
らないため、装置が大型化する。そのため、上澄液を反応槽１の下部に循環させるだけで
は、反応槽１の下部を適切に流動させることが困難である。
【００５４】
　本発明の第１の実施の形態に係る被処理液の処理方法及び処理装置によれば、水平断面
積及び通水速度が異なる少なくとも２以上の反応領域１１ａ、１１ｂで晶析反応を進行さ
せることにより、反応槽１の上部から未反応の被処理液及び微細な粒子の流出を抑制しな
がら、粒子を適正な大きさに成長させることができる。
【００５５】
　更には、反応槽１内から引き抜き手段１６を介して反応槽１内の液を引き抜くとともに
、引き抜いた液を塔内循環液とし、反応槽１内に旋回流を発生させるように、塔内循環液
、被処理液２及び被除去イオンと反応するイオンを含む液を、反応槽１の下部から反応槽
１の横断面に対して接線方向に供給する。これにより、反応槽１の反応部１１により確実
に旋回流を発生させて反応槽１の反応部１１の液及び流動する粒子の流動状態を均一にす
ることができる。
【００５６】
　更に、引き抜き手段１６によって、特に反応槽１の晶析反応が進行する反応部１１の直
ぐ上方にある沈降分離部１２の最下端Ｂ付近の処理水を引き抜くことによって、反応槽１
の反応部１１における粒子の均一な流動に必要な上向流の線速度（ＬＶ）を確保すること
ができる。これにより、反応部１１で生成される難溶性塩の結晶粒子を回収に適した大き
さにまで成長させることができ、被処理液中の被除去イオンの除去率を向上させることが
できる。
【００５７】
（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態に係る被処理液の処理装置は、図４に示すように、沈降分離
部１２の上方から得られた上澄液を処理槽３へ循環させる循環手段２５を更に備える点が
、図１に示す処理装置と異なる。他は図１の処理装置と実質的に同様であるので記載を省
略する。
【００５８】
　循環手段２５により循環された上澄液の一部は処理槽３に供給され、ポンプ６２を介し
て供給管２１、２２、２３を介して反応槽１の下部へ再供給される。第２の実施の形態に
係る被処理液の処理装置及び処理方法によれば、上澄液を用いて被除去イオンと反応する
イオンを含む液を希釈することができるため、被処理液２のリン濃度が高い場合などには
処理槽３で希釈液を作製して反応槽１へ供給することができるため、希釈水を新たに追加
せずに処理を進めることができる。また、上澄液中に残存する未反応の被除去イオンをよ
り確実に反応槽１内において除去することができるため、被除去イオンの回収効率が更に
高まる。
【００５９】
　処理槽３内に希釈水として供給される上澄液は、沈降分離部１２において粒子の沈降処
理がほぼ完全に終了しているため、反応槽１の下部へ旋回流を発生させるための循環水と
して利用することもできる。しかしながら、希釈水として供給される上澄液を処理槽３か
ら反応部１１へ循環させるだけでは、反応部１１の下部に旋回流を発生させるためのＬＶ
を確保することは困難な場合がある。反応部１１の下部に旋回流を発生させるのに十分な
ＬＶを上澄液で補うためには、希釈水として必要な量以上の上澄液を供給することが必要
であり、すなわち沈降分離部１２の大きさを大きくする必要があるが、装置が大型化し、
かつ安定した沈降分離ができない場合がある。
【００６０】
　本発明の第２の実施の形態に係る被処理液の処理装置では、晶析反応は完了しているが
沈降分離が未完了の処理水を引き抜き手段１６によって引き抜いて塔内循環水として反応
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部１１へ循環させるとともに、更に、循環手段２５により循環された上澄液を処理槽３に
おいて被除去イオンと反応するイオンを含む液と混合し、その混合液を、ポンプ６２を介
して供給管２１、２２、２３を介して反応槽１の下部へ再供給する。
【００６１】
　これにより、沈降分離部１２の大型化を図ることなく反応部１１のＬＶをより確実に確
保することができ、沈降分離部１２における処理水の沈降分離処理も安定的に行うことが
できる。なお、反応部１１へ循環させる塔内循環水と、反応部１１へ循環させる上記の上
澄液を含めた被除去イオンと反応するイオンを含む液の供給量は、体積比で９：１～６：
４となるように、より好ましくは９：１～７：３となるように調節して反応部１１の下部
へ供給することが好ましい。
【００６２】
（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態に係る被処理液の処理装置は、図５に示すように、引き抜き
手段１６が被処理液２を反応槽１へ供給する管に接続されており、引き抜き手段１６によ
り引き抜かれた塔内循環液を、反応槽１内に流入させる前に被処理液２と合流させること
ができるような構成になっている点が、図４に示す処理装置と異なる。他は図４の処理装
置と実質的に同様であるので記載を省略する。
【００６３】
　第３の実施の形態に係る被処理液の処理装置及び処理方法によれば、図６に示すように
、反応槽１へ供給する供給管２１、２２は２本で済むため、供給管２１、２２の数を少な
くして装置の小型化及び簡略化を図ることができる。図６の例では、供給管２１、２２の
供給方向が約１８０°異なる例を示しているが、反応槽１内でより大きい旋回流を確実に
発生させるためには図２に示すように、供給管２１、２２を互いに近接させて配置しても
よいことは勿論である。
【００６４】
（第４の実施の形態）
　第４の実施の形態に係る被処理液の処理装置は、図８に示すように、反応槽１を２槽以
上備える点が、図１～図５に示す処理装置と異なる。即ち、図８に示す処理装置は、２槽
の反応槽１、７を備え、反応槽１（第１の反応槽）で得られた難溶性塩の結晶からなる粒
子を反応槽７（第２の反応槽）へ導入し、反応槽７で得られる難溶性塩の結晶からなる粒
子を反応槽１へ返送することができる。
【００６５】
　反応槽７は、反応槽１と実質的に同様の構成を備えることができる。反応槽７の下部に
は、被処理液２と塔内循環液と被除去イオンと反応するイオンを含む液を供給するための
供給管７１、７２を備えることができる。これら供給管７１、７２も、反応槽７の横断面
に対して接線方向に接続されており、反応槽７の横断面に対して接線方向に被処理液２と
塔内循環液と被除去イオンと反応するイオンを含む液を供給することができる。
【００６６】
　反応槽７にも反応槽７の反応部からの処理水を引き抜くための引き抜き手段７６が設け
られている。ポンプ８１を介して引き抜かれた処理水が、塔内循環水として反応槽７の下
部から供給される。
【００６７】
　反応槽７の上澄液は配管７５を介して処理槽３へ供給されることができる。処理槽３で
は被除去イオンと反応するイオン４が添加されて、配管３５を介して反応槽１、７の下部
から反応槽１、７へ供給される。処理槽３で沈降した結晶粒子は配管３４を介して反応槽
７へ返送することができる。反応槽７で得られた結晶粒子は配管７４を介して反応槽１へ
供給することができる。第４の実施の形態に係る被処理液の処理装置及び処理方法によれ
ば、反応槽１、７を２槽以上配置することにより、被除去イオンの除去率をより向上させ
ることができる。
【００６８】
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　第５の実施の形態に係る被処理液の処理装置は、図９に示すように、反応槽１、７にそ
れぞれ各反応槽１、７で得られる粒子を反応槽１、７の外部へ排出可能なエアリフト管５
０ａ、５０ｂがそれぞれ配置されている。
【００６９】
　エアリフト管５０ａ、５０ｂは、エアリフト管５０ａ、５０ｂを洗浄するための洗浄水
を受け入れる洗浄水受入部５２ａ、５２ｂと、洗浄水受入部５２ａ、５２ｂよりも下部に
設けられたバルブと５１ａ、５１ｂと、洗浄水受入部よりも上部に設けられた気泡分離部
５３ａ、５３ｂと、気泡分離部５３ａ、５３ｂに接続され、気泡分離部５３ａ、５３ｂに
おいて気泡が分離された粒子を含む液体を反応槽１、７の外部へ排出するスラリー排出部
５４ａ、５４ｂとを備える。
【００７０】
　洗浄水受入部５２ａ、５２ｂには循環水返送管３９が接続され、反応槽１、７の処理水
の一部の循環水を洗浄水として利用することが可能である。或いは、洗浄水受入部５２ａ
、５２ｂから清水を供給し、この静水洗浄水として供給するようにしてもよい。エアリフ
ト管５０ｂは、反応槽７で得られる粒子を反応槽１内へ供給することができる。エアリフ
ト管５０ａは、反応槽１で得られる粒子を反応槽１の外部へ排出することができる。
【００７１】
　図９に示す被処理液の処理装置及び処理方法によれば、微細な結晶粒子の装置外部への
流出を更に抑制することが更に可能となり、装置の洗浄及びメンテナンス作業も容易にな
る。
【００７２】
　本発明は上記の実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面は
この発明を限定するものであると理解すべきではない。本発明の実施の形態に係る被処理
液の処理装置及び処理方法は本開示から種々の変形を加えることが可能であり、実施段階
においては、その要旨を逸脱しない範囲において変形し具体化し得るものである。
【実施例】
【００７３】
　以下に本発明の実施例を比較例と共に示すが、これらの実施例は本発明及びその利点を
よりよく理解するために提供するものであり、発明が限定されることを意図するものでは
ない。
【００７４】
（実施例１）
　図１に示す反応槽１を模した流動層方式の模擬晶析反応槽において、第１の反応領域１
１ａの管状部分の水平断面積（１段目断面積）、直径及び容積、第２の反応領域１１ｂの
管状部分の水平断面積（２段目断面積）、直径及び容積を、表１に示すように変更した反
応槽を用いて、沈殿分離部の最下端部に引き抜き手段を接続して模擬晶析反応槽内から引
き抜いた処理水を塔内循環液とし、リンを含む被処理液を処理した。
【００７５】
　処理槽３内でマグネシウムイオンとｐＨ調整剤を添加して、模擬晶析反応槽への供給に
適切な液を作製し、０．２～１．０ｍｍのリン酸マグネシウムアンモニウムの結晶粒子が
流動する模擬晶析反応槽の側面下部から被処理液、マグネシウムイオンを含む液、及び塔
内循環液をその流速の和が２０ｍ／ｈになるようにして、それぞれ接線方向に供給したと
ころ、いずれも短絡流の発生は見られず、難溶性塩の結晶粒子を回収に適した大きさにま
で成長させることが可能であった。
【００７６】
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【表１】

【００７７】
（実施例２）
　図１に示す反応槽１を模した流動層方式の模擬晶析反応槽において、第１の反応領域１
１ａと第２の反応領域１１ｂの上向き流の液の通水速度とが、表２に示すような関係とな
るように、第１の反応領域１１ａと第２の反応領域１１ｂの容積及び水平断面積を調整し
て、実施例１と同様に、沈殿分離部の最下端部に引き抜き手段を接続して模擬晶析反応槽
内から引き抜いた処理水を塔内循環液とし、リンを含む被処理液を処理した。
【００７８】
【表２】

【００７９】
　第１の反応領域の液の通水速度を３０～７０ｍ／ｈで通水し、第２の反応領域の液の通
水速度を１０～５０ｍ／ｈで通水したところ、いずれの場合も短絡流の発生は見られず、
難溶性塩の結晶粒子を回収に適した大きさにまで成長させることが可能であった。
【符号の説明】
【００８０】
１…反応槽
２…被処理液
３…処理槽
４…被除去イオンと反応するイオン
５…ｐＨ調整剤
７…反応槽
１１…反応部
１１ａ、１１ｂ、１１ｎ－１、１１ｎ…反応領域
１２…沈降分離部
１６…引き抜き手段
２１、２２、２３…供給管
２４…配管
２５…循環手段
３４、３５…配管
３９…循環水返送管
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５０ａ、５０ｂ…エアリフト管
５２ａ…洗浄水受入部
５３ａ…気泡分離部
５４ａ…スラリー排出部
６１、６２…ポンプ
７１…供給管
７４、７５…配管
７６…引き抜き手段
８１…ポンプ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】
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